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市 政 �だ よ り �

　介護保険についてのお問い合わせは、市介護保険室（市役所１階７番窓口）332-2070へどうぞ。�

�

おわびと訂正�
広報つやま10月号の「つやまごよみ」の中で、「高田神社しし舞」の日付に誤りがありました。�
正しくは10月17日でした。おわびして訂正します。

お知らせします�

平成14年度  介護保険の決算状況�
　介護保険制度が始まって３年がたちました。この間、要介護（支援）の認定を受けてサービスを利
用する人は確実に増加しています。介護保険は市町村などが保険者となって運営しており、下のグラ
フは平成14年度の介護保険の決算状況です。歳入（収入）の約半分が公費（国、県、市の税金など）
で賄われています。これに対して歳出（支出）のほとんどは、介護サービスの費用になっています。

介護保険の財源の仕組み�

　介護保険は、加入者である40歳以上の人（被保
険者）の保険料と、国、県、市町村の負担によっ
て運営されています。そして、高齢化が進んだ小
規模な市町村などで保険料負担が著しく高額にな
らないように、全国で調整する仕組みがとられて
います。
　その１つが、第２号被保険者の保険料です。40
歳から64歳までの第２号被保険者の保険料は、医
療保険の保険料として国で１つにまとめられ、介
護サービスに要した費用の32パーセントが保険者
に交付される仕組みになっています。第２号被保
険者が多くても少なくても同じように交付されます。
　もう１つが調整交付金です。介護サービスに要
した費用の５パーセントを基準として、介護が必
要となる割合が高い後期高齢者（75歳以上）の率
などで調整する仕組みになっています。
　65歳以上の第１号被保険者が負担する介護保険
料は介護サービスに要した費用の18パーセントと

されており、サービス利用が増えれば保険料も上
がることになります。そのため、要介護状態にな
らない取り組みが重要です。
　みなさんも今一度生活習慣を見直し、適度な運
動や十分な睡眠、定期的な健診など、日ごろから
健康に気をつけましょう。

第１号被保険者保険料�
１８.０％ 

国の負担金�
２０.０％�

県の�
負担金�
１２.５％ 

市町村の�
負担金�
１２.５％�

調整交付金５.０％�

第２号被保険者�
保険料交付金�
３２.０％ 

支払基金交付金�
（２号分）�
１３億４，５３０万円�
３０.５％�

保険給付費�
４０億７，７７２万円�
９４.５％�

その他の支出�
６，１９３万円�
１.５％�

認定関係費�
４，４２０万円�
１.０％ 

一般事務費�
１億３，０５５万円�
３.０％ 

国庫支出金�
１０億５，８１１万円�
２４.０％�

第１号被保険者�
保険料�
６億９，３０６万円�
１５.７％ 

市負担金�
６億３，７８０万円�
１４.５％�

県負担金�
５億１，６００万円�
１１.７％ 

その他の収入�
１億５，８２７万円�
３.６％�

歳入総額�

４４億８５４万円�

保険給付費の�

財源内訳�

歳出総額�

４３億１，４４０万円�


